
議案第９号

令和３年度松川町一般会計補正予算（第４回）

令和３年度松川町一般会計補正予算（第４回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１９，５８９千円を追加し、歳入歳出それぞれ

７，３８９，３６４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

（債務負担行為の補正） 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和３年 １２月 ３日 提 出

松 川 町 長 宮 下 智 博

令和３年 １２月 日 決

松川町議会議長 黒 澤 哲 郎
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（変　更）

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 千円

単 独 災 害 復 旧 事 業 4,500 6,800

計 4,500 6,800

第 ２ 表 　地 方 債 補 正

補　　正　　前 補　　正　　後
起 債 の 目 的

証書借入

4.0％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
営企業等金融機構
資金について、利
率の見直しを行っ
た後においては当
該見直し後の利
率）

政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協議する
ものによる。但
し、財政の都合に
より措置期間及び
償還期限を短縮
し、叉は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。

補正前
に同じ

補正前に同じ 補正前に同じ
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給　与　費　明　細　書

１　特　別　職 (単位:千円)

職員数

その他
特別職

その他
特別職

その他
特別職

給　　　与　　　費
区　　分 共済費 合　計 備　考

報　酬 給　料 期末手当 地域手当 寒冷地手当 他手当 計

長　等 3 21,240 7,505 6,424 35,169 6,100 41,269

議　員 14 33,380 13,046 46,426 11,510 57,936

1,159 52,149 52,149 52,149

計 1,176 85,529 21,240 20,551 6,424 133,744 17,610 151,354

長　等 3 21,240 7,505 6,424 35,169 6,100 41,269

議　員 14 33,380 13,046 46,426 11,510 57,936

1,159 52,149 52,149 52,149

計 1,176 85,529 21,240 20,551 6,424 133,744 17,610 151,354

長　等 0 0 0 0 0 0 0

議　員 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

補正後

補正前

比　較



２　一　般　職

　(１) 総 　括 (単位:千円)

(154)
150

(154)
150
(0)
0

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き (単位:千円)

区　分 扶　養 管理職 住　居 通　勤 時間外 期　末 勤　勉 寒冷地 特　勤 宿日直 児　童 退　職 合　計

職員手当 補正後 9,759 2,835 5,935 12,628 27,890 147,118 66,415 0 100 2,581 6,370 74,080 355,711

の 内 訳 補正前 9,624 2,835 5,935 12,572 24,540 145,118 64,815 0 100 2,343 6,105 74,080 348,067

比　較 135 0 0 56 3,350 2,000 1,600 0 0 238 265 0 7,644

　ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

(単位:千円)

区　分 扶　養 管理職 住　居 通　勤 時間外 期　末 勤　勉 寒冷地 特　勤 宿日直 児　童 退　職 合　計

職員手当 補正後 9,759 2,835 5,935 5,670 25,760 90,752 66,415 100 2,581 6,370 70,020 286,197

の 内 訳 補正前 9,624 2,835 5,935 5,614 22,610 88,752 64,815 100 2,343 6,105 70,020 278,753

比　較 135 0 0 56 3,150 2,000 1,600 0 0 238 265 0 7,444

 

給　　与　　費

報　酬 給　料 職員手当 計

備 考

給　　与　　費

給　　料 職員手当 計

備　考

区  分
職員数
（人）

共 済 費 合　　計 備 考

補正後 301,160 428,752 355,711 1,085,623 178,260 1,263,883

補正前 301,160 426,532 348,067 1,075,759 177,780 1,253,539

比　較 0 2,220 7,644 9,864 480 10,344

区  分
職員数
（人）

共 済 費 合　　計 備 考

補正後 128 396,610 286,197 682,807 122,460 805,267

補正前 128 394,390 278,753 673,143 121,980 795,123

比　較 0 2,220 7,444 9,664 480 10,144
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　イ　会計年度任用職員 (単位:千円)

(154)
22

(154)
22
(0)
0

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き (単位:千円)

区　分 扶　養 管理職 住　居 通　勤 時間外 期　末 勤　勉 寒冷地 特　勤 宿日直 児　童 退　職 合　計

職員手当 補正後 6,958 2,130 56,366 4,060 69,514

の 内 訳 補正前 6,958 1,930 56,366 4,060 69,314

比　較 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200

　(２) 給料及び職員手当の増減額の明細

　

　

職員の異動等に伴う増 2,220

　

　

職員の異動等に伴う増 7,444

給　　与　　費

報　酬 給　料 職員手当 計

備 考

区　　分 増減額(千円) 増減事由別内訳(千円) 説　　　　明 備 考

給与改定に伴う増減分

昇給・昇格に伴う増加分

その他の増減分 2,220

給与改定に伴う増減分

昇給・昇格に伴う増加分

その他の増減分 7,444

区  分
職員数
（人）

共 済 費 合　　計 備 考

補正後 301,160 32,142 69,514 402,816 55,800 458,616

補正前 301,160 32,142 69,314 402,616 55,800 458,416

比　較 0 0 200 200 0 200

給　　料 2,220

職員手当 7,444



　（給料及び職員１人当りの状況）

　ア　職員１人当り給与

　イ　初　任　給 （単位：円）

区　　　　　　分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額(円) 258,210

平均給与月額(円) 296,628

平 均　年 齢(歳) 37.04

平均給料月額(円) 256,764

平均給与月額(円) 292,680

平 均　年 齢(歳) 37.01

区　　　　分 一般行政職 技能労務職 国の制度 備　　　考

高校卒 150,600 150,600

短大卒 163,100 163,100

大学卒 182,200 182,200

高校卒 150,600 150,600

短大卒 163,100 163,100

大学卒 182,200 182,200

令和３年12月１日現在

令和３年９月１日現在

令和３年12月１日現在

令和３年９月１日現在
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　ウ　級別職員数

級 級

１　級

２　級

３　級

４　級

５　級

６　級

計

１　級

２　級

３　級

４　級

５　級

６　級

計

一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

27 21.1

34 26.6

26 20.3

31 24.2

9 7.0

1 0.8

128 100

27 21.1

33 25.7

29 22.7

29 22.7

9 7.0

1 0.8

128 100

区　　　　分 備　　考

令和３年12月１日現在

令和３年９月１日現在



　（級別の標準的な職務内容）

職　務　の　級 一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

１　　級 主事の職務
１．一般技能職員の職務
２．相当の技能又は経験を有する一般技能職員
３．用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等

２　　級 主任の職務 高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員

３　　級 主査の職務
多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町
長の定める職員

４　　級 係長の職務

５　　級 課長の職務

６　　級 複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務

- 27 -



- 28 -

　エ　昇給

一般行政職 技能労務職

  職　　　 員 　　　数　　(A)(人) 128 128

補 128 128

　　０号給(人) 4 4

　　１号給(人) 9 9

　 　　２号給(人) 5 5

　　３号給(人) 2 2

　　４号給(人) 93 93

　　５号給(人) 15 15
後

　　６号給(人) 0 0

100 100

  職　　　 員 　　　数　　(A)(人) 128 128

補 128 128

　　０号給(人) 4 4

　　１号給(人) 9 9

　 　　２号給(人) 5 5

　　３号給(人) 2 2

　　４号給(人) 93 93

　　５号給(人) 15 15
前

　　６号給(人) 0 0

100 100

代　表　的　な　職　種

  昇給に係る職員数　　　　(B)(人)

  比　　　　　　　 率(B)／(A)(％)

  昇給に係る職員数　　　　(B)(人)

  比　　　　　　　 率(B)／(A)(％)

区　　　　　　分 合　　　計 備　　　考

正
号給数別内訳

正
号給数別内訳



　オ　期末手当、勤勉手当

６月(月分) 12月(月分) ３月(月分)

補正後 2.225 2.225 

補正前 2.225 2.225 

国の制度 2.225 2.225 

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

(月分) (月分) (月分) (月分)

国の制度

(支給率等)

　キ　地域手当

全職員支給対象外

支 給 期 別 支 給 率 職制上の段階、職務の

　　　　 級等による加算措置

4.45 有

4.45 有

4.45 有

そ の 他 の

加算措置等

定年前早期退職特別措置

（20％～２％の加算）

定年前早期退職特別措置

（20％～２％の加算）

区　分 支　給　率　計 備　　考

区　分 備　　考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 

24.586875 33.27075 47.709 47.709 
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　ク　特殊勤務手当

　ケ　その他の手当

代　表　的　な　職　種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

支給対象職員の比率　　（％）

（令和３年12月１日現在）

区　　　　　　分 全　職　種

給料総額に対する比率　（％） 0.1 0.1

15.63 15.63 

　　　　　代表的な特殊勤務手当の名称 　バス運転手手当 バス運転手手当

区　　　分 国の制度との異同 差　異　の　内　容

扶　養　手　当 国の制度と同様

住　居　手　当 国の制度と同様

通　勤　手　当 国の制度と同様


